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１．優先的検討指針策定の背景 

○ 厳しい財政状況、⼈⼝減少の中で、我が国の⽣活インフラを効率的に整備・運営し
ていくことが必要。 
○ 新たな事業機会の創出や⺠間投資の喚起による経済成⻑を実現していくことが必要。

（１）課題

（２）対応

公共施設等の整備等の⽅針を検討するに当たって、多様なPPP/PFI⼿法の導⼊
が適切かどうかを、⾃ら公共施設等の整備等を⾏う従来型⼿法に優先して検討
する仕組みを導⼊ 

○ 公共施設等の整備等に⺠間の資⾦、経営能⼒及び技術的能⼒を活⽤してい
くことが重要。 
○ 多様なPPP/PFI⼿法を拡⼤することが必要。

PPP／PFI⼿法導⼊を優先的に検討する仕組みを構築した各省庁及び⼈⼝20万⼈以上
の地⽅公共団体（181団体）等の数を2016年度末までに100％
（経済・財政再⽣アクション・プログラム（平成2 7年1 2⽉24⽇経済財政諮問会議））

（３）⽬標 
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